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 公共施設個別施設計画の背景・目的等  

1. 背景と目的 

本町では、社会的ニーズに対応するため、昭和50年代を中心に多くの公共施設の整備を進

めてきました。 

その結果、令和２年度末現在では建物数 518棟、面積で 176千㎡に及ぶ公共施設を有し、

町民の皆さんにご利用いただいています。 

しかしながら、この時期に整備された公共施設は既に相当な年月が経過しており、施設の

老朽化を始め、人口構造や社会的ニーズの変化など多くの課題が出てきています。 

今後、少子化・高齢化が進み人口構造が大きく変化し、財政状況の厳しさが増す中で、改

築時期を迎える多くの施設にどのように対応していくのか、また、公共施設そのものをどう

していくべきなのか、検討しなければならない時期が来ています。 

平成25年11月29日、国民生活やあらゆる社会経済活動を支える各種施設をインフラとし

て幅広く対象とし、戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す基本的な計画として、「インフ

ラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。 

今後は、国を始め、地方公共団体や民間企業等の様々な公共施設の管理者が一丸となって

戦略的な維持管理・更新等に取り組むことにより、町民の安全・安心の確保、中長期的な維

持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を実現する必要があります。 こ

のため、基本計画に基づき、町が管理するあらゆる公共施設の維持管理・更新等を着実に推

進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画として、「伊方町公共施設等総合管

理計画（令和４年３月改訂）」を策定しました。 

これに基づき、新設から撤去までの、いわゆるライフサイクルの延長のための対策という

狭義の長寿命化の取組に留まらず、更新を含め、将来にわたって必要な公共施設の機能を発

揮し続けるための取組を実行することにより、メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展

につなげ、資産全体の効用の最大化を図り、安心・安全で適切なサービスを提供するよう努

めてまいります。 
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2. 計画の位置づけ 

本計画は、伊方町第２次総合計画後期基本計画を上位計画とし、平成 26年度に策定した

「伊方町公共施設等総合管理計画」の改訂版として位置づけられます。本計画とは別に、本

計画に紐づく個別施設計画は、建物系施設では、学校施設長寿命化計画、公営住宅長寿命化

計画、公共施設個別施設計画とし、インフラ系施設は、各長寿命化計画とします。これらの

計画は、長期的な視点をもって、更新、長寿命化等を計画的に行う指針を示すものとして位

置づけるものです。公共施設の総量最適化や、維持管理費用や更新費用等を踏まえたライフ

サイクルコストの縮減、財政負担の軽減・平準化につなげることを目的としています。 

 

図表1 計画の位置づけフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計画期間 

 本計画の計画期間は、令和２年度に策定した伊方町公共施設個別施設計画の計画期間を考

慮し、平成27年度（2015）年度から令和7(2025)年度までの11年間を計画期間とします。な

お、自然災害や社会情勢の変化により計画の変更を余儀なくされる場合には、柔軟に対応す

ることとします。また、期間終了後には、順次計画期間を更新します。 

 

図表 2 計画期間 
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4. 対象施設 

対象施設については、次の表に掲げる公共施設等を対象とします。下記の図表は建物系対

象施設、インフラ系対象施設を表しています。 

図表3 建物系対象施設 
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図表 4 インフラ系対象施設 
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 伊方町の概要  

1. 町の概要 

 昭和 30年３月に三崎町、昭和 31年３月に伊方町、６月に瀬戸町がそれぞれ２つの村の合

併により町制を敷いています。その後、平成17年４月に３町が合併し、伊方町が発足してい

ます。 

 愛媛県の最西端、豊後水道に突き出した「日本一細長い」佐田岬半島に位置し、南は宇和

海、北は瀬戸内海と三方を海に囲まれ、海岸線は典型的なリアス式を形成しています。東西

約33.6km、南北の最大幅は約19.2km（最小0.8km）で、総面積は94.40k㎡となっています。

年間降水量は1,400mm内外ですが、大きな河川がなく渇水期の水不足は深刻でしたが、南予

用水事業の完成により安定した水の供給が行われています。昭和31年５月に瀬戸内海国立公

園に、昭和42年１月に佐田岬半島宇和海県立自然公園に指定され、屈曲に富む海岸線、海食

崖、奇岩等を有する景勝地として知られる一方、半島の主軸を平均標高300ｍ級の山脈が走る

ため、全般的に平地が少なく、傾斜地が大半を占めています。そのため、比較的傾斜の緩や

かな海岸部に小規模の集落が形成され、その集落内に公共施設を整備しているため、公共施

設も点在しています。 

 交通網としては、佐田岬半島を東西に貫く国道197号線（昭和62年12月開通、通称：メ

ロディーライン）が八幡浜市や県庁所在地（松山市）に向かう交通の大動脈となっているほ

か、海岸部に点在する集落は町道及び県道で結ばれています。さらに佐田岬半島の突端にあ

る三崎港は、フェリー航路による九州への最短ルートの四国側の拠点として重要な港湾とな

っています。 

 また、第一次産業就労者の構成比が県平均を大きく上回り、かんきつ栽培と漁業を主とす

る農水産業が主要産業となっています。温州みかんや清見タンゴール、デコポンなどは、全

国屈指の生産量を誇る愛媛県でも有数の生産地となっているほか、古くから、豊かな水産資

源を活用し、一本釣りや底引き網漁などの漁業が盛んな地域でもあります。 

 昭和 52年９月に営業運転を開始した四国電力㈱伊方原子力発電所１号機、昭和 57年３月

に営業運転を開始した同２号機及び平成６年 12月に営業運転を開始した同３号機が立地し、

昭和 49年の電源三法制定後は交付金による施設整備を行っています。なお、平成 28年５月

に1号機、平成30年5月に2号機が運転を終了し、現在、廃止措置作業を実施しています。 

 さらに豊後水道に突出し、年中、季節風が吹いている佐田岬半島の地形を利用し、町営２

基を含む58基の風車が立地するクリーンエネルギー導入の実践地でもあります。 
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2. 人口について 

 下記の図表は、直近の国勢調査実施年である令和 2年を基準に、その実績値と将来の推計

値を表したものです。令和２年は、8,397人であり、令和22年には4,600人まで減少すると見

込まれています。 

 

図表5 将来の人口推計 

  

（将来推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の平成30年人口推計を参照） 

 

下記の図表は、人口の推移と公共施設の面積を表したものです。昭和40年～令和2年を見

ると、人口は３分の１に減少していますが、公共施設の面積は約2.6倍に増えていることが分

かります。 

図表 6 人口推移と公共施設保有量の推移 
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3. 財政について 

本町の歳入の総額は、平成元年度に減少しましたが、令和２年度は新型コロナウイルス対

策で歳入総額が増加しました。歳入の内訳をみると地方交付税は減少傾向にあり、平成29年

度は地方債が増加しています。 

 

●歳入状況（決算状況カードより） 

図表 7 歳入状況（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⅞ ˢ ˣ 27ד  28  29  30  ᾕ  2  

 2,527,992 2,794,505 2,881,772 3,087,331 3,038,025 2,879,001 

 83,037 82,912 82,518 83,168 83,966 84,234 

ῖ  3,101,387 2,821,511 2,536,822 2,520,514 2,405,256 2,557,343 

Ỳʾ Ỳ 17,652 20,177 16,901 22,079 25,095 20,727 

ᾫ◦ Ỳ 1,763,899 1,736,454 1,793,617 1,657,096 835,654 3,172,637 

ᾉ◦ Ỳ 814,265 898,189 1,102,829 630,015 1,068,290 612,630 

№ 621,500 837,900 1,000,900 368,200 288,200 364,000 

ζχ  1,610,679 1,496,712 1,418,392 1,742,236 2,124,685 2,072,710 

⅞ ›ὓ 10,540,411 10,688,360 10,833,751 10,110,639 9,869,171 11,763,282 

 

一方で本町の歳出の総額は、平成30年度に減少傾向でしたが、令和２年度は新型コロナウ

イルス対策で歳出総額が増加しました。歳出の内訳をみると、人件費は平成29年度までは減

少傾向にありましたが、その後増加しています。公債費は減少傾向にあり、令和２年度には

約9億１千万円にまで減少しています。 
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●歳出状況（決算状況カードより） 

図表 8 歳出状況（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⅞ ˢ ˣ 27ד  28  29  30  ᾕ  2  

Ὧ  1,549,699 1,508,715 1,468,885 1,473,097 1,476,388 1,536,180 

Ὧ  1,490,884 1,210,802 1,337,989 1,390,800 1,326,387 1,248,212 

Ӳⱱ  72,794 105,386 123,570 149,270 149,200 173,522 

 624,313 697,348 678,094 620,150 622,555 565,984 

 1,188,610 1,165,770 1,150,078 1,134,620 1,133,403 2,163,081 

Ɫ Ὂ  1,964,980 2,216,705 1,849,959 1,229,630 1,517,299 2,126,434 

῝№  1,181,929 1,106,821 1,037,901 997,051 942,448 915,909 

ἣ Ỳ 1,048,593 1,016,376 1,018,441 1,037,706 1,073,165 1,090,555 

Ỳʾ Ỳ 1,127,413 1,415,055 1,656,836 1,183,681 1,002,382 1,143,081 

⅞ ›ὓ 10,249,215 10,442,978 10,321,753 9,216,005 9,243,227 10,962,958 

 

図表 9 伊方町中期財政見通し（普通会計）より抜粋 

⅞ ʾ⅞ ˢ ˣ 3ד  4  5  6  7  

 2,905,000 2,853,000 2,803,000 2,754,000 2,705,000 

ῖ  2,377,000 2,439,000 2,391,000 2,405,000 2,378,000 

Ⱳ∞ ├№ 343,000 227,000 223,000 218,000 214,000 

ζχ  4,626,000 4,839,000 4,560,000 4,348,000 4,292,000 

⅞ ›ὓ 10,251,000 10,358,000 9,977,000 9,725,000 9,589,000 

Ὧ  1,533,000 1,536,000 1,539,000 1,542,000 1,542,000 

 568,000 571,000 573,000 575,000 577,000 

῝№  950,000 948,000 906,000 903,000 898,000 

Ɫ Ὂ  2,437,000 2,554,000 2,169,000 1,941,000 1,912,000 

ζχ  4,763,000 4,749,000 4,790,000 4,764,000 4,660,000 

⅞ ›ὓ 10,251,000 10,358,000 9,977,000 9,725,000 9,589,000 
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●財政の比較分析（令和元年度普通会計決算）※財政状況資料集より 

①財政力 

財政力指数 ０.５４ （類似団体内平均値 ０.２８） 

類似団体内順位 ５/９６ 

伊方原子力発電所に係る償却資産の税収等により、0.54と類似団体内では高い数値となっ

ていますが、償却資産等は毎年減少が見込まれており、今まで以上に健全な財政運営に努め

ます。 

 

②財政構造の弾力性 

経常収支比率 ８５.３％ （類似団体内平均値 ８８.１％） 

類似団体内順位 ２６/９６ 

定員適正化計画による人件費の削減を行うなど経常経費の削減に努めており、85.3％と類

似団体平均を下回っています。今後も、常にコスト意識を持ち、事務の合理化・簡素化によ

り徹底的に無駄を省く「量の改革」、町民からの信頼を向上させるために、職員の資質向上・

意識改革、町民協働の推進などによる「質の改革」等の第 5次行政改革大綱に基づく取り組

みを着実に実施し、適正な水準に抑えるよう努めます。 

 

③将来負担の状況 

将来負担比率 －％ （類似団体内平均値 ０.０％） 

類似団体内順位 １/９６ 

将来負担額を充当可能財源等が上回っているため、引き続き数字に表れていません。新規

地方債の抑制を継続し、財政の健全化を図ります。 

 

④公債費負担の状況 

 実質公債費比率 ５.４％ （類似団体内平均値 ８.６％） 

類似団体内順位 １４/９６ 

地方債の新規抑制や償還終了等の影響により、5.4％と類似団体平均を下回っており、今後

も綿密な中長期財政計画を樹立し、当該年度の起債額を判断し、現在の水準以下に抑えるよ

う努めます。 

各指標全体を通してみると、本町の財政状況は健全性、弾力性を確保していると判断でき

る状況にありますが、これらの指標は、単年度の財政運営の結果を反映しているに過ぎない

ものであり、将来にわたる財政の健全性まで担保するものではありません。 

人口減少時代の到来が現実のものとなる中、行財政改革による一層のスリム化が求められ

ており、さらに財政面では、財政調整基金の繰入に依存しない予算編成を実現し、多様化す

る町民ニーズにも的確に対応できる持続可能な財政構造の確立が必要となります。 
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 公共施設等の現状及び将来の見通し  

1.  公共施設保有量の推移・過去に行った対策 

① 公共施設保有量の推移 

令和２年度の施設用途別延床面積は約17.6万㎡となっています。全体の構成比は、学校教

育系施設の延床面積が約16％を占めており、次に産業・観光施設と公営住宅が約14％となっ

ています。 

公共施設は、昭和25年から令和2年にかけて施設の整備をしています。特に昭和50年代

から平成 20年の間には 14.8万㎡の延床面積が増えており、全体の８割はこの時期に建築さ

れています。昭和 57年以降の新耐震基準で整備された建物は、延床面積約 12.7万㎡は全体

の約7割程度になります。これら新耐震基準の施設は、基本的に長寿命化を実施します。 

 

図表10 施設用途別延床面積 保有量 

ט    ˢR2x    ˢR2x  

῝ְ  45 25,137.41 14.28% 

ⱪ ♅☼  8 2,689.19 1.53% 

ὲʾ ♅☼  28 6,856.53 3.89% 

☼  16 5,225.09 2.97% 

ḕẽ־ ☼  4 1,088.21 0.62% 

▀ỘʾḢΊ☼    81 25,638.26 14.56% 

“ Ὁ☼  66 20,457.55 11.62% 

←☼  71 4,506.49 2.56% 

ᶘ ễӾὉ☼  57 28,730.21 16.32% 

ẚ ☼  6 1,738.55 0.99% 

ễ Ԍ  5 1,399.38 0.79% 

☼ᵓễӾזּ  18 16,037.18 9.11% 

Ӿ☼  18 20,995.71 11.92% 

ᵓ☼  53 10,290.24 5.84% 

 0.31% 542.11 7 ה῝

 1 838.20 0.48% 

ᴞ  9 2,375.40 1.35% 

ζχ  25 1,540.78 0.88% 

›ὓ 518 176,086.49 100.00% 
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図表 11 施設用途別延床面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 12 築年別整備状況（施設保有量の推移） 
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② 有形固定資産減価償却率の推移 

 本町の有形固定資産減価償却率は 55.5％と類似団体等と比較して低い水準にあるが、今後

の施設老朽化を見据え、対策の優先度を考慮した予算編成を行い、計画的に更新等を実施し、

財政の健全化に努めます。（※有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額／取得価格） 

図表 13 有形固定資産減価償却率の推移 

 

 

 

 

 

 

伊方町と類似団体の有形固定資産減価償却率の推移（平成27年度～令和元年度） 

 27  28  29  30  ᾕ  

Ӡ  50.8 51.7 52.6 54.1 55.5 

ⱨ  55.3 56.3 58.3 60.2 59.9 

 

③ 住民１人あたり公共施設面積 

 下記の図表は、愛媛県内の町における住民１人あたり公共施設延床面積を比較した表です。

伊方町は、18.8㎡/人となり、町平均より大きい数字となっています。将来人口予測と公共施

設の在り方を検討する必要があります。 

図表 14 愛媛県内町比較 住民１人あたり公共施設面積 

ꜛⱵ ט  ( ) ῢˢ ˣ ͍ ΚθϤ ˢ / ˣ 

Ӡ  167,228 8,901 18.8 

 117,746 6,556 18.0 

Ẇ ‰ᾖ  169,700 7,924 21.4 

 109,888 30,622 3.6 

 96,614 20,714 4.7 

◓  165,034 16,056 10.3 

 62,175 3,814 16.3 

ṣ  109,877 9,915 11.1 

һ  239,291 20,495 11.7 

ỡ 137,506 13,889 12.9 

（延床面積：令和元年度公共施設状況調 人口：令和3年1月1日住民基本台帳より） 
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④ 過去に行った対策の実績 

 本町の平成 28年度～平成 30年度に公共施設の除却取壊しを行った施設は以下のとおりで

す。この期間に除去取壊を行った最も古い公共施設は、建築年が昭和 43年であり、築 50年

以上経過しています。この期間に削減した延床面積の合計は、約2千㎡となります。 

 

図表 15 過去に行った除却・取壊し施設一覧 

Ӱ  

Ⱨ  
☼  ∕  ᴿ    

ט  

( ) 
ὺ Ὦ  

Ẁ 

︡ᵗ 

5 4 (

) ЪрФᶊ

ᾫ 

ᾋᴗ 772
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ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
41.26  

53 11

Ὦ 26  

Ẁ 

︡ᵗ 
ḧӾ ☼  

ᾋᴗ 969

4 
▀ᴿ ₃  90.40  

9 2Ὦ

17  

Ẁ 

︡ᵗ 

5 3 (

) ЪрФᶊ

ᾫ 

ᾋᴗ 179

3 
ᴿ 

ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
41.26  

52 12

Ὦ 8  

Ẁ 

︡ᵗ 

4 3 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 

ỵ 1 —

1800 8 
ᴿ 

ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
73.00  

53 3Ὦ

22  

Ẁ 

︡ᵗ 

ᾭ ЈрЌ˔

ˢ Ḭˣ 

╣Ṋᴗ 1084

2 

ễӾӦԌᵓ

Ⱨ ộ 

ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
357.60  

43 5Ὦ

31  

Ẁ 

︡ᵗ 
₪◕ ▀ ᴻ  

╣Ṋᴗ 4157

 
▀ᴿ 

ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
99.00  

57 1Ὦ

1  

Ẁ 

︡ᵗ 
╣≤῝ Ḭ ╣≤ 692  

ễӾӦԌᵓ

Ⱨ ộ 

ỪƠǃƞƾƖ

ƪ 
1,289.41  

48 12

Ὦ 1  

Ạ 

︡ᵗ 
╣≤ ЈрЌ˔ 

1024

2 
ᴿ ₃ƣǀƖƪ 264.00 55 3Ὦ 

Ạ 

︡ᵗ 
ẛ╣≤ᴲ  

1024

1 
ᴿ 

₃ƠǃƞƾƖ

ƪ 
128.00 46 6Ὦ 

（固定資産台帳 除却・取壊データより） 
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2.  今後の更新費用推計 

① 将来予測 今後の維持・更新コスト比較 建物系公共施設 

ア）総務省整備方式【改築周期60年 大規模改造周期30年】 

総務省型の推計金額は、計画対象の公共施設について30年周期で大規模改造を実施し、60

年周期で現状規模のまま改築した場合、今後 40年間で約 834億円かかる見込みとなります。

更新費用は、年平均 20.9億円必要とし、過去の投資的経費の年平均 15.7億円に対し、約 1.3

倍となる見通しです。更新費用推計金額は、初めの10年間（令和4年度から令和13年度）

は改修費用がふくらみ、合計で約 287.8億円発生し、年間平均で 28.7億円更新費用が発生し

ます。その後も建替え費用及び大規模改修費用が発生します。 

 

図表16 更新費用推計（総務省型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

꜠ ὓ  ͐͌ ḧỲᶛ›ὓ ͍ ΚθϤ ỡỲᶛ 

͐͌  ͔͏͐ᴑד ͎͌.͕ᴑד 

 

図表17 費用試算条件（総務省整備方式） 

 ṍ ― 

ὓṍḧ ͐͌  ☼ ʿטϓ ͌ ӟ  

ὺ Π ṍ ͒͌  ῬⱧṍḧ͎ ʺ ϙ▪ΰ ͍͌ ḧπᵠ  

ṛ ᵠ  ͏͌  ῬⱧṍḧ 1 ʺ ϙ▪ΰ ͍͌ ḧπᵠ  
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図表 18 費用計算単価表(円／㎡) 

☼  ὺ Π ᴣ ṛ ᵠ ᴣ 

῝ְ  280,000 170,000 

ⱪ ♅☼  330,000 170,000 

ὲʾ ♅☼  360,000 200,000 

☼  400,000 250,000 

ḕẽ־ ☼  360,000 200,000 

▀ỘʾḢΊ☼  400,000 250,000 

“ Ὁ☼  400,000 250,000 

←☼  360,000 200,000 

ᶘ ễӾὉ☼  330,000 170,000 

ẚ ☼  360,000 200,000 

ễ Ԍ  360,000 200,000 

☼ᵓễӾזּ  400,000 250,000 

Ӿ☼  360,000 200,000 

ᵓ☼  360,000 200,000 

 170,000 330,000 ה῝

 360,000 200,000 

ᴞ  360,000 200,000 

ζχ  360,000 200,000 

（単価については、総務省更新費用計算の標準単価を参考） 

 

図表 19 過去５か年の投資的経費の内訳（各年度決算統計より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ῝Ặ☼  ẉόỆ  †  ζχ  ›ὓˢ  ˣד
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ᾕ  961,804 239,920 6,307 6,940 1,214,971 
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イ）長寿命化型【改築周期80年 長寿命化改修周期40年 大規模改造周期20年】 

長寿命化型は、予防保全を計画的に行い、建物を80年使用した場合の維持・更新費用を算

出しています。その結果、40年間の更新費用は約 607.1億円となり、総務省整備方式の場合

より、約227億円の更新費用削減が見込まれます。過去の投資的経費年平均15.7億円に対し

て更新費用は年平均約 15.2億円必要となり、約 1.0倍となる見通しです。長寿命化型の更新

費用推計グラフでは、初めの10年間（令和4年度から令和13年度）は、建替え、改修が行

われ、合計で約288.4億円発生し、年28.8億円費用が発生します。総務省整備方式の28.7億

円と比較すると同様の金額となりますが、その後の更新費用は平準化されます。 

図表20 更新費用推計（長寿命化型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᴟἷ ὓ  ͐͌ ḧỲᶛ›ὓ ͍ ΚθϤ ỡỲᶛ 

͐͌  ͓͒͌.͍ᴑד ͍͑.͎ᴑד 

 

図表21 費用試算条件（長寿命化型） 

 ṍ ― 

ὓṍḧ ͐͌  ☼ ʿטϓ ͌ ӟ  

ᴟὺ Π ṍ ͔͌  
ῬⱧṍḧ͎ ʺ ϙ▪ΰ ͍͌ ḧπᵠ  

̞ ᴟΰσΜ ›χὺ Π ṍψ͑͌  

ᴟᵠ  ͐͌  
ῬⱧṍḧ͎ ʺ ϙ▪ΰ ͍͌ ḧπᵠ  

̞ὺ Π τ βϥᶤ›ψ͒͌̋ 

ṛ ᵠ  ͎͌  

ῬⱧṍḧ͎ ʺ ϙ▪ΰ ͍͌ ḧπᵠ  

̞θιΰʺὺ Π ᴟᵠ ρ σϥ ›ψם

☼ΰσΜʺὺ Π τ βϥᶤ›ψ͎͑̋ 
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② 将来予測 今後の維持・更新コスト比較 インフラ系施設 

 インフラ施設の将来更新費用は、今後40年間で約606億円かかる見込みとなります。更新

費用は、年平均15.2億円必要です。 

 

図表 22 インフラ数量（令和２年度） 

 

  

  

  

ԁ  
טם ˢmˣ 366,813 

ˢ ˣ 2,467,161 

טם  ˢmˣ 109,484 

טם  ˢmˣ 8,853 

Ệ  

  

  

ˢ ˣ   102 

טם ˢΉˣ   675 

ˢ ˣ   4,485 

 

  

  

ט ˢΉˣ ḚˢΉˣ 3,069 

232,841 ḚˢΉˣ 93,816 

  ḚˢΉˣ 135,956 

ᴞ  

  

ט ˢΉˣ ˙250 ˢΉˣ 56,146 

57,327 251˙500 ˢΉˣ  1,181 

 

図表 23 インフラ更新費用推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ͐͌ ḧỲᶛ›ὓ ͍ ΚθϤ ỡỲᶛ 
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 ͐͌  ͎͎͔.͕ᴑד ͑.͔ᴑד 

ᴞ  ͑͌  ͑͒.͕ᴑד ͍.͐ᴑד 

›ὓ ˕ ͒͌͒ᴑד ͍͑.͎ᴑד 
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③ 将来予測 今後の維持・更新コスト比較 公共施設等全体 

 公共施設等全体の更新費用推計は、今後 40年間で約 1,440億円、１年あたり平均金額は、

36.1億円の推計金額となります。 

 

図表 24 公共施設等全体更新費用推計 
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 公共施設個別施設計画  

1. 改修等の優先順位付け 

① 施設評価及び優先順 

長寿命化改修等を実施するために、下記の基本方針と個別方針に基づき改修の優先順位を

算出します。 

 

図表25 基本方針 

  Ὧ  

˓ὲ  ᴟ ệ ₰ὫᴮϬ ϘΠʺὲ χ ΜϜχϬ τם☼ΰϘβʻ 

˓  ἃ  

  ἃ χ ệτνΜοʺ ỪЀрϼз˔Е ψʺṁ τβϓο

ᴟᵠ Ϭ“ΜϘβ θ̒ιΰ Ѐ̋рϼз˔Еӊ ế Υ 13.5N/ ӟᴞχὺ ψ

ᴟτ βϥΤϬ ₰ΰϘβʻ ʾУкАϼ τνΜοψ ṍḧχ►

τ ΠΞϥᴦ Υ Μθϛ ᴟᵠ ψ“ϩγʺ  ṍḧπᵠ Ϭ“

Ξ ρΰϘβʻ 

˓ Ɫᶛ 
άϦϘπχ◦ ם χἱΰẉόᾫ Ϭ᷈ӛΰʺ͍ ḧτם☼ᴦ σ

ⱢᶛϬρΰϘβʻ 

˓῟  

ΠωФ˔иρФ˔и Ϭ ⱲτῬⱧβϥσςχԁ σῬⱧχם☼
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2. 公共施設個別施設計画 

公共施設個別施設計画 

直近10年の公共施設個別施設計画は、施設用途別の更新金額を示しています。令和６年度

は更新金額が大きくなっていますが、これは廃棄物処理施設の改築を計画しているためです。 

 

図表 27 直近10年の公共施設個別施設計画（施設用途別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 28 直近10年間の施設用途別更新金額（千円） 

῝ְ  ὲʾ ♅☼  ḕẽ־ ☼  ▀ỘʾḢΊ☼  “ Ὁ☼  

466,154 216,383 867,115 1,480,656 662,575 

ᶘ ễӾὉ ּזᵓễӾ☼  ᵓ☼  ϱрТж ›ὓ 

783,337 487,096 36,520 

2,324,900 

( 1,518,000 

 ᴞ 796,000 

ה῝  10,900) 

7,324,736 

 

図表 29 直近10年間の改修内容別更新金額（千円） 
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3. インフラ個別施設計画 

インフラ個別施設計画は、橋梁長寿命化計画と漁港長寿命化計画を策定しています。これ

らの個別施設計画による10年間の改修計画は以下の表のとおりです。 

図表 30 直近10年間の改修内容別更新金額（千円） 

ᾤ ☼ ὓᵊ ӲⱱḚ  ᵠ     ›ὓ 

Ệ ᴟὓᵊ ˕ 388,859 ˕ 388,859 

ẫ  ᴟὓᵊ ˕ 800,802 ˕ 800,802 

›ὓ  1,189,661  1,189,661 

（橋梁長寿命化計画、漁港長寿命化計画の事業費より） 

 

4. 維持管理・更新等に係る経費・対策の効果額 

維持管理・更新等に係るライフサイクルコストの縮減及び予算の平準化を図り、必要な予

算の確保を進めていくためには、中長期的な将来の見通しを把握し、それを一つの目安とし

て、戦略を策定し、必要な取組を進めていくことが重要です。個別施設計画（公共施設・イン

フラ）と総務省型単純更新推計費用を比較し効果額を算定しました。普通会計と公営事業会

計を合わせた今後10年間の個別施設計画の効果額は、204億8千8百万円となりました。 

普通会計：一般会計  公営事業会計：上水道会計・下水道会計等 

 

図表 31 今後10年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み（百万円） 

ᵓὓ 

Ỹ  

ὺ ˗ 

ϱрТж 

ӲⱱḚ  

 
ᵠ     

›ὓ  

ˢ ˴ ˴ ˣ 

   

ὓ  

ᴟ ├

῟ᴮᶛ -  

 

ᵓὓ 

ὺ  2,874 601 1,536 5,011 28,576 -23,565 

ϱрТж  1,190 7,730 8,920 7,949 972 

῝ְⱧ

Ộᵓὓ 

ὺ  2,314   2,314 208 2,106 

ϱрТж   7,143 7,143 7,143 0 

 ›ὓ 5,188 1,791 16,410 23,388 43,875 -20,488 

・普通会計の建築物①②③は、個別施設計画の10年間の合計金額 

・普通会計のインフラ①は、道路の長寿命化計画の10年間の合計金額 

・インフラ③は橋梁単純更新10年間の金額 

・公営事業会計建築物①②③は、個別施設計画の10年間の合計金額 

・普通会計の建築物⑤とインフラ⑤は、総務省型推計10年間の合計金額（普通会計施設） 

・公営事業会計の建築物⑤とインフラ⑤は、総務省型推計10年間の合計金額（公営事業会

計施設） 
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 公共施設等の総合的かつ管理に関する基本的な方針  

1. 施設整備の基本的な方針 

① 施設整備の方針 

施設の更新や改修などの整備方法として、事後保全と予防保全の２つが挙げられます。施

設の更新や改修について、従来の施設整備では事後保全が適用されています。事後保全は建

物に劣化や破損など不具合が発生してから保全を行う整備方法で、長期間における機能の維

持や使用が困難になる可能性があります。 

これに対して予防保全では、施設に不具合が生じる前にメンテナンスを施し、それに伴う

多額の費用の発生を抑えることができます。また、計画的な修繕を行うことで、従来の事後

保全での整備と比較して施設を長く使用することができます。 

 〇基本的な整備方針 

  ハコモノ 

  ・新規整備は原則行わないが、新設する場合は複合施設等を検討します 

  ・施設面積を縮減します 

  ・施設は大切に長く使います 

  インフラ 

  ・ライフサイクルコストを縮減します 

  ・バランスよく新設、改修及び更新を実施します 

  ・資産を安全に長持ちさせます 

 

2. 現状や課題に関する基本認識 

（１）計画の必要性 

老朽化した施設を放置することは、町民の生命を危険にさらしかねません。今ある資源・

資産を最大限に活用して、適切かつ良質なサービスを維持し、将来にわたる財政面での持続

可能性を確保するため、今後の人口減少、人口構造の変化に応じた総合的かつ計画的な管理

を行う必要があります。 

（２）点検・診断 

公共施設等の維持管理・更新等に当たっては、各施設が有する機能や設置環境等に応じ、

日常的な巡視、定期的な点検及び不定期な点検等が行われています。これらは、相互が補完

しあいながら施設の変状を適時・適切に把握し、利用者の安全を確保するために必要な措置

を講じるうえで必要不可欠でありますが、施設によってはこれまで十分な取組がなされてい

ないものもあります。 

（３）管理基準の設定 
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公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規模、設置環境、

利用状況等によって大きく異なり、過度な対応は行政コストの増大を招き、過小な対応は公

共施設等の機能の維持や利用者の安全確保に支障を来す可能性があります。 

このため、管理基準の体系的整備に当たっては、安全の確保を最優先としつつ、予算や体

制等の実態も踏まえた持続可能なものとしていく必要があります。 

また、各施設の設置環境や利用状況を分析し、将来必要となる公共施設等の機能や、それ

を維持し続けるため、メンテナンスサイクルを如何に構築していくかが課題となっています。 

（４）予算管理 

厳しい財政状況下において、維持管理・更新等に係る計画的な投資を行うためには、あら

ゆる角度からトータルコストの縮減を図り、予算の平準化に努めることが重要です。予算の

平準化を図るためには、点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、施設毎に

対策費用や対応の緊急性を検討のうえ、将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位

を検討し、投資を計画的に実施していく必要があります。 

 

3. 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

現有施設の保全・活用を徹底し、整備拡張型から現有施設活用型への転換を図るとともに、

従来手法による施設整備での対応だけでなく、施設機能に着目した工夫ある管理・整備手法

を導入し、分散したデータや統一化されていない基準を改め、一元的な情報集約や全体的で

実効性のある仕組みの構築に取組みます。 

必要な対策の検討に当たっては、他の関連する事業も考慮したうえで、その施設の必要性、

対策の内容や時期等を再検討し、必要性が認められる施設については、更新等の機会を捉え

て社会経済情勢の変化に応じた質的向上や機能転換、用途変更や複合化・集約化を図る一方、

必要性が認められない施設については、廃止・撤去を進めるなど、戦略的な取組を推進しま

す。 

 

4. 公共施設等管理の取組と方向性 

維持管理の項目・手法については、以下のとおり予防保全を行うための維持管理実施方針

を示します。 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は、利用状況、自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎に異なります。

各施設の特性を考慮したうえで、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握するこ

とが重要です。点検未実施のものも含めた全対象施設において点検・診断を実施し、その結

果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、こ

れらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次の点検・診断等に
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活用するという、「メンテナンスサイクル」を構築します。 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

従来、劣化等による故障の度に必要な修繕が行われてきました。大規模な修繕や更新をで

きるだけ回避するため、施設特性を考慮のうえ、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微

である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復を図る予防保全型維

持管理の導入を推進します。降雨、地震等の災害や人的な事故等の短期間で発生する事象に

起因する損傷によってその健全性が左右される施設については、巡視や被災後の点検等によ

り状態を把握し、適切に機能回復を図ることとします。 

（３）安全確保の実施方針 

町民生活や社会経済活動の基盤である公共施設等は時代とともに変化する町民ニーズを踏

まえつつ、利用者の安全を確保したうえで、必要な機能を確実に発揮し続けることが大前提

となっています。劣化や故障が起きてからの対応が中心であったため、標準的な更新年数を

かなり超過した築年数の古い施設もあります。外壁の落下、防災設備の故障など利用者の安

全の確保に直結する場合は早急に対策を行い、施設を安全な状態で維持し、サービスを継続

的に提供します。点検・診断等により高度の危険性が認められた施設については、立入禁止

措置等により安全確保に努めます。また、老朽化により供用廃止され、かつ今後とも利用見

込みのない施設は、速やかに解体します。 

（４）耐震化の実施方針 

いつまでも安心して暮らすことができるよう、総合的な防災対策を推進し、被害の軽減を

図る、災害に強いまちづくりを進めています。公共建築物の多くは、災害時には避難場所等

として活用され、診療所では負傷者の治療が、庁舎では被害情報や災害対策指示が行われる

など応急活動の拠点となります。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時

の拠点施設としての機能確保の観点からも、強力に耐震化の促進に取り組む必要があります。 

阪神淡路大震災後の平成７年度から順次、耐震診断、耐震改修に着手し、これまでに計画

的に耐震対策に取り組んできました。引き続き優先順位を設定し、計画的に耐震化を進めま

す。 

（５）長寿命化の実施方針 

施設の機能の不具合や設備機器の劣化などに対して、すべてを従来のように改築していく

ことは、大きな財政負担が一時に集中することとなり、将来の少子高齢化や人口減少予測、

今後の厳しい財政状況のもとでは、非常に困難な状況にあります。点検・診断等の実施方針

のとおり早期に健全度を把握し、予防的な修繕等の実施を徹底することにより事業費の大規

模化及び高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。今後は、原則とし

て、改築に替えて構造体の耐用年数まで使用することとし、財政負担の抑制と平準化を図り

ます。 
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（６）統合や廃止の推進方針 

利用状況等に照らして必要性が認められない施設については、議会や地元との調整を十分

整えたうえで、廃止・撤去を進めます。集会室、和室、会議室など類似、重複した機能を有す

る施設を総合的にとらえ、改築に際しては、施設の集約化による機能統合を検討します。 

町民ニーズ、社会情勢の変化による用途廃止や統廃合、集約化による移転後の空き施設は、

可能な限り用途転用することにより、既存施設の改築費の抑制を図ります。また、有償で売

り払いや貸し付けを行うなど、財源確保の手段として有効に活用します。 

（７）ユニバーサルデザインの推進方針 

施設の改修・更新等を行う際は、社会情勢や利用者ニーズの変化を踏まえた上で、多様な

人々が利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザイン化に取り組みます。 

ユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用でき

ることを目指した建築（設備）・製品・情報などの設計（デザイン）のことであり、またそれを実現するためのプロセス（過程）

である。 

 

5. 目標 

新規の施設整備は、複合化やPPP/PFIを検討します。 

稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、なお稼働率が低い場合は、統合・整理を検討しま

す。原則として、既存施設を60年使用し、躯体の健全性調査の結果が良好な場合は、80年以

上使用することを目標とすることにより、財政負担の抑制を図ります。 

また、トータルコストを縮減するだけでなく、特定の時期に改修・更新等に係る財政支出

が過度に集中しないよう平準化も図ります。 

ＰＰＰ：Public Private Partnershipの略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間

のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 

ＰＦＩ：Public Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。 
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 施設類型毎の管理に関する基本的な方針  

将来の人口減少や少子高齢化の進展、施設の利用・コスト・老朽化の状況、既に取り組ん

でいる各分野の事務事業の見直しの経過といった様々な状況を踏まえ、各分野において内容

を十分理解するとともに、横断的かつ積極的な取組によって、成果を上げることができるよ

う、全庁を挙げて取り組んでいきます。 

〇基本的な方針 

‹  ἇ σ  

1 
 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 ☼ χ ᴟχθϛʺὓᵊ χΚϥ Ϭ“Ξ

☼  

2 
 ὺ χὺο Πʾ ›ᴟʾ

ᴟ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

 ☼ Ṑ χ Υ πΚϥΥʺὺο Π Υ

σ☼  

3  ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 
   Ϭ“Μʺ θσ ᶨ χᾁ Υ σ☼

 

4 
 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ Ϭ

“Ξʻ 

 ᾕ ϒ βϥάρτϢϤʺ☼ χ ῟ᶨ

Υᴦ σ☼  

5  Ẁ Ϭ“Ξʻ 
 ệΥӂΨʺ χ☼ ϒχ ›ᴟϞ ᴟΥᴦ

πΚϤʺ Ẁ Ϭ“Ξ☼  

 

1. 住宅 

老朽化した町営住宅について、計画的な修繕を実施し、長寿命化を図ります。長寿命化計

画に基づき修繕・改善することにより、ライフサイクルコストを縮減します。 
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1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᴏχ  H4 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H6 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

 H14 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ  H21 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H24 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 S32  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ  S35  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 S35  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 S59 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ  H2 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₳  S61 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵎ  H1 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ῢ  H2 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H3 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H5 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 S50 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 S53 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӆ  S55 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 
S57 

S59 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤  S55 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

︡  S40  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 
S31 

S33 
 ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 S37  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 S40  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

χ֦  S54 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ṥу  S56 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ת  S59 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 S58 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ  S57 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ΰ  S60 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H12 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤  S53 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣ṊẈ  H10  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

2. 児童福祉施設 

法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える

影響の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ Ӿ  H22  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ Ӿ  H3  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӿ  S52 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ Ӿ  H15  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ Ӿ  H11  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ Ӿ  H28  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ΜΤθᶘ ϼжУ ͧ2  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ϙήΦᶘ ϼжУ H25  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

3. 老人福祉施設 

法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える

影響の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 
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☼  
ὺ

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ДϱЂ˔РІ

ЈрЌ˔ 
H5 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ ДϱЂ˔РІ

ЈрЌ˔ 
H15 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭДϱЂ˔РІЈр

Ќ˔ 
H7 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ∕ ‰ Ặיּ

ᶨ◦כ☼  
H10  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭϽи˔ФзРрϽ H13  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦‰ ІЪ˔Бיּ

ῲ Ḛ  
H23  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

‰ ІЪ˔Бῲיּ

Ḛ  
H23  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ‰ ІЪ˔Бῲיּ

Ḛ  
H23  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

4. 社会福祉施設 

法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える

影響の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

֦ Ἶχᴪ S52 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ Ἶχᴪ S54 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

Ṥ֦ Ἶχᴪ S55 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ׇ Ἶχᴪ S55 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

Ἶχᴪ S55 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ἶχᴪ S50  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

︡ Ἶχᴪ S50  ὲ ♅ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᵓḬ S56 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ϷйрЅ⌠Ộ  H8 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ώϦΚΜ  H17  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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5. 保健施設 

法定・日常点検の適切な実施により施設の劣化・故障を早期に発見し、構造躯体に与える

影響の度合いや、施設利用の安全性の観点により、適切な対応を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ״ ὲЈрЌ

˔ 
S53 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ὲ ♅ЈрЌ˔ H8 ỪЀрϼз˔Е  ὲ ♅ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ↨  Hᾕ ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ↨  H21 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ↨ ( ᾫ) H14 ₃  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ᾭᴲ  

ˢ╣Ṋˣ 
S53 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

 

6. 廃棄物処理施設 

安定的な稼働のため、設備の定期的な点検調査の実施等に基づく計画的な補修・整備によ

り、長寿命化を推進します。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ зЂϱϼиЈр

Ќ˔ 
H21 ₃  ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ω

☼  
H24 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 

2 ὺ χὺο Πʾ ›ᴟʾ

ᴟ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛΩ ׁ

☼  
H9 

Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

зЂϱϼиЈрЌ˔І

ЕАϼб˔Ж 
H30 

Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

7. 農林水産施設 

通常時の状態と異なる現象が生じていないか日常管理で常に留意し、点検結果を踏まえ、

情報を共有し、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とし、徹底的な長寿命化を

図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ▀ ᴥ

Ῥ☼  
H9 ₃  ▀ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ▀ ᴥ

Ῥ☼ ( ᾫ) 
H10 ₃  ▀ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ☼Ὓה  H13 ₃  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭϯϽзЕСϯ( ṍ

☼ ʾḚ ) 
H17  ▀ᴿ 

2 ὺ χὺο Πʾ ›ᴟʾ

ᴟ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭϯϽзЕСϯ(ῖ

ЈрЌ˵) 
H17  ▀ᴿ 

2 ὺ χὺο Πʾ ›ᴟʾ

ᴟ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭϯϽзЕСϯ(

ʾ ☼ע ) 
H19  ▀ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ Ộ῝הˢᶨ ᴟ

ЈрЌ˔ˣ 
Hᾕ ỪЀрϼз˔Е  

ễӾӦԌᵓ

Ⱨ ộ 
3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ Ộ῝הˢМϳ

Іˣ 
Hᾕ ζχ  ▀ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᴢ ╦ ᾓ Ḛ)ה

) 
H3  ▀ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᴢ ╦ ᾓ )ה ᴒ) H3  ▀ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᴢ ╦ ᾓ )ה ᾫ) H3 ζχ  ▀ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

χ֦ ▀ ᾫ S63 ỪЀрϼз˔Е  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ ▀ ᾫ H17 ỪЀрϼз˔Е  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ☼  H12 ₃  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ☼  H24 
Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
▀ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ☼ ▀ Ặ

ᾫ 
S50 ỪЀрϼз˔Е  ▀ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ☼  H22 ₃  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ▀☼  H7 ₃  ▀ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟ᴮ

σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ӽ ọЈрЌ˔ H2 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ      
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ Ϭ

“Ξʻ 

 

8. 観光施設 

通常時の状態と異なる現象が生じていないか日常管理で常に留意し、点検結果を踏まえ、

情報を共有し、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とし、徹底的な長寿命化を

図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ḢΊ ▀ЈрЌ

˔ 
H6 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ṥу ᴛ (ᴛ ) H16 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ  H17 ₃  ḢΊ Ῥᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ψσψσ 
H27 

R2 

ʺ ỪЀрϼз˔

Е ʺ ₃  
ḢΊ Ῥᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋΨϥϤϭ χẅО

˔ϼ 
H17 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

◦ˢЕϱйˣ ͝2  ᾭה῝  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ˢЕϱה῝

йˣ 
͝7 ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ˢЕϱйˣ ͝7 ỪЀрϼз˔Еה῝  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ϚΤΜО˔ϼˢЕϱй

Ḛ ˣ 
͝8  ᾭ◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ϚΤΜО˔ϼˢ Ḣ

ˣ 
͝8  ᾭ◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ת ᵤ Еϱй ͝11 ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẛУз˔ЇМϳІ ͨ63  ᾭ◦  
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ᵎ῝הˢ ☼ ˣ ͝2 ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵎ῝ה כּ ˢẈἾ

ˣ 
͑͝ ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵎ῝הˢЕϱйʾЄ

ам˔ˣ 
͝2 ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ẈἾ  ͝ᾕ ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẆЕϱйʾЄам˔ ͝11  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ כּ Еϱ

й  
H21 ỪЀрϼз˔Е  ╣≤◦  

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ϙήΦ χẅО˔ϼ H19 ζχ  ╣≤◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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9. 消防防災施設 

消防団員が日常の点検を実施し、異常があれば町に報告する体制となっています。詰所の

更新は更新計画を策定し計画的に更新する予定としています。また、施設数は公平性や部の

再編の検討により削減を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ἐ ←ЈрЌ˔      

ˢẛ₪ ᶘ ˣ 
H29 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ←ЈрЌ

˔ 
Rᾕ ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ״ 2 ˢ

ˣ ЪрФᶊ

ᾫ 

H21 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ 1 ( ᾋ)

ЪрФᶊ ᾫ 
H27 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ 4 ( ʾẆ

) ЪрФᶊ ᾫ 
S57 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

2 ( )ẛ

ЪрФᶊ ᾫ 
S60 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ 2 (ᴥ ʾ

֦ʾᾥᴒ ) Ър

Фᶊ ᾫ 

H6 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

3 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H14 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 1 ˢ

֦) ЪрФᶊ ᾫ 
H14 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 2 ( ֦)

ЪрФᶊ ᾫ 
H23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ 1 (ᴀ)

ЪрФᶊ ᾫ 
H24 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 2 ( ֦)

ЪрФᶊ ᾫ 
H25 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 3 (Ӡ

ׇ)ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S52 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

2 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H26 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 3 (Ӡ

ׇ) ЪрФᶊ ᾫ 
H23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 1 (ᴱ )

ЪрФᶊ ᾫ 
H26 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͎ (‰ )

ᾫˢ ˣ 
S49 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͎ ( )

ᾫˢῇ‰ ˣ 
S49 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͍ ( Ẇ)

ᶊ ᾫ 
 Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ᾭ ״ ͍ ת)

) ᶊ ᾫ(ת ) 
 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ״ ͎ (

)  ᾫכּ
S49 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ ͎ (₪◕)

 ᾫכּ
S54 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͎ ( ≤)

 ᾫכּ
S56 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 1 (╣Ṋ)

)ᾫכּ ) 
S58 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 1 ( )

 ᾫכּ
S51 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 3 (  )

 ᾫכּ
S49 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 3 (◗ )

 ᾫכּ
S52 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 3 ( )

 ᾫכּ
S48 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ״ ͎ (

)ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S55 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ ͏ ( )ẛ

ЪрФᶊ ᾫ 
 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͎ ( )

 ᾫ(МЫ)כּ
S48 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ״ ͍ ת)

) ת)ᾫכּ ) 
S50 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ͍ ( Ẇ)

)ᾫכּ ) 
S57 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 2 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H5 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 4 (

֦)ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S50 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 4 (

֦) ЪрФᶊ ᾫ 
H26 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ 2 (ΰ)

ЪрФᶊ ᾫ 
S53 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ 2 (ΰ)

ЪрФᶊ ᾫ 
H8 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 1 (╣Ṋ)

ЪрФᶊ ᾫ( ) 
S62 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ (╣≤)ẛ

ЪрФᶊ ᾫ(МЫ) 
S39 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ (╣≤)ẛּכ

ᾫ(Σⱬ ) 
S54 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ (╣≤)ẛּכ

ᾫ( ∩) 
S55 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 



34 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

╣≤ ͍˙͏ (‰

֦) ЪрФᶊ ᾫ 
S51 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ͐ (₪ )

ЪрФᶊ ᾫ 
S60 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ͐ (ӻ ֦)

ЪрФᶊ ᾫ 
S56 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ͏ ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
S53 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ 1 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
S61 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ͍ ( )

ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S49 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

͍ (

)ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S53 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

2 ( ︡)

ЪрФᶊ ᾫ 
H21 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

͎ ( ︡)

ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S63 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

͍ ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
S54 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

4 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H3 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

͏ ( )

ẛ ЪрФᶊ ᾫ 
S49 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ͍˙͏ (╣

≤) ЪрФᶊ ᾫ 
H19 

Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

1 (

) ЪрФᶊ ᾫ 
H22 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ 4 ( ₪ )

ЪрФᶊ ᾫ 
H25 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ 1 ( Ẇ)

ЪрФᶊ ᾫ 
H25 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ״ 1 ת)

) ЪрФᶊ ᾫ

( ) 

H26 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ 2 ( )

ЪрФּכᾫ 
H26 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 4 (Ṥ֦)

ЪрФᶊ ᾫ 
H28 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ 3 ( ʾ

ᵎ) ЪрФᶊ ᾫ 
H28 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ 3 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H28 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ 4 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H28 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ 3 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H29 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

3 ( ʾ

) ЪрФᶊ ᾫ 
H29 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ     

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

1 ( )

ЪрФᶊ ᾫ 
H4 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 4 (Ṥ֦)

ЪрФᶊ ᾫ 
S47 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ 3 ( ֶ

) ЪрФᶊ ᾫ 
H24 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ 3 (  )

ЪрФᶊ ᾫ 
H24 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ 2 (ἐ)

ЪрФᶊ ᾫ 
H27 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ      

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

10. 学校施設 

学校施設長寿命化計画にもとづき、長期的な視点による効率的な維持管理を行い、予防保

全の考え方により計画的に修繕等を実施し、施設の長寿命化を図るとともに 学校規模の状

況、児童・生徒数減少の動向、適正な通学区の設定、地元への影響等、諸条件を総合的に判断

し、安全で快適な教育環境の整備を推進します。 

 ☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ᶘ _ ָא 1 S51 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ָא 2 H12 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ӾḬ S58 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

ỵ ᶘ _ ָא H3 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

ỵ ᶘ _ ӾḬ H4 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣Ṋ ᶘ _ ָא 1 S55 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣Ṋ ᶘ _Ṅ S54 ỪЀрϼз˔Е אָ  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣Ṋ ᶘ _ ָא 2 S56 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ẇ ᶘ _ ָא S61 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣≤ ᶘ _ ָא H20 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣≤ ᶘ _Ṅ S56 ỪЀрϼз˔Е אָ  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣≤ ᶘ _ ӾḬ H9 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ָא 1 S49 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ָא 2 S53 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 
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 ☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ᶘ _ ָא 3 H3 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ָא 4 H9 ₃  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _Ṅ H3 ỪЀрϼз˔Е אָ  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

Ӡ ᶘ _ ӾḬ H13 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣≤ ᶘᴬ_ ָא H3 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

╣≤ ᶘ _Ṅ S53 ỪЀрϼз˔Е אָ  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

ᾭ ᶘ _ ָא H5 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ ᴟ 

 

11. 給食施設 

効率的な維持管理に努め、保全の考え方により、優先度を踏まえ計画的に修繕等を実施し、

長寿命化を推進します。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ᶘ ẚ ЈрЌ

˔ 
H29 ₃  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭᶘ ẚ ЈрЌ˔ S57 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ᶘ ẚ ЈрЌ˔ H5 ₃  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

 

12. 教職員住宅 

効率的な維持管理に努め、保全の考え方により計画的に修繕等を実施します。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

╣≤ễԌ ͖ S54 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋễ Ԍ  S55 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẆễԌ  S57 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ễ Ԍ ͘ S57 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ ễ Ԍ  H5 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ễ Ԍ  H5 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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13. 社会教育施設 

建築物の定期点検を適切に推進します。現況調査を行い、施設の劣化状況を把握し、修繕

方法や実施時期を検討し、計画的に修繕・更新を実施することにより長寿命化を図ります。

また利用者との連携を図り、施設設備の安全確保にも努めます。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ΰ ᵓ  S46 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

H14   ễӾӦԌᵓⱧ ע ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

῝״ Ḭ S57 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ῝ Ḭ S53 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ῝ Ḭ ᾋ Ḭ S50 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ῝ Ḭ◌Б Ḭ S44 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭּזᵓễӾᵓḬ S51 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ᴟЈрЌ˔ S52 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ ЈрЌ˔ Hᾕ ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤῝ Ḭ Ḭ S54 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ɫ ễӾӦԌᵓⱧ   ע ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋỏ Ḭ S56 
Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ễӾӦԌᵓⱧ ộ 

1ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

14. 体育施設 

現況調査を行い、施設の劣化状況を把握し、修繕方法や実施時期を検討し、計画的に修繕・

更新を実施することにより長寿命化を図ります。また、利用者との連携を図り、施設設備の

安全確保にも努めます。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ІЪ˔БЈрЌ˔ H8 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ϽжрЖ H8   ễӾӦԌᵓⱧ ộ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ Ḭ S55 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ᾋ Ḭ S54 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ ӾḬ S56 
Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ễӾӦԌᵓⱧ ộ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ӾḬ S58 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ Ỹ ӾḬ S58 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ Ỹ ӾḬ H6 ₃  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ › ӾḬ ͝2 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ἐ Ỹ ӾḬ ͝8 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ỹ ӾḬ ͝9 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ Ỹ ӾḬ S55 
Ừ ₃Ѐрϼз˔Е

 
ễӾӦԌᵓⱧ ộ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

◌Б Ỹ ӾḬ S56 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ › ӾḬ H6 ỪЀрϼз˔Е  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭẔ  Hᾕ   ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

15. 診療施設 

施設が老朽化していく中で、長期間使用していくためには、適正な維持管理が必要になり

ます。特に躯体に影響のある傷みを早期発見し、被害が大きくならないうちに早期修繕する

ことで施設の長寿命化を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ⱦᴬ  S43 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋⱦᴬ  S53 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ  S58 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ Ӻ◖  S58 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ  H14 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣Ṋ ͍Ӻ◖  H14 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

╣Ṋ ͎Ӻ◖  H15  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ  S57 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ᾫ S57 ỪЀрϼз˔Еכּ  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 S54 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ἐ  S56 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ἐӺ◖  H19  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H4  ᴿ 
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

 

16. 集会施設 

予防保全的な維持管理や修繕を実施し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ᵓ  S52 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S53 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  H27 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᴱ ᵓ  S44 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ώϦΚΜЈрЌ˔ H16 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  H8 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ ᵓ  S62 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ׇ ᵓ  S49 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ṥ֦ ᵓ  S50 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ ᵓ  S52 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ֶ ЀЬвИГϰЈ

рЌ˔ 
S58 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

֦ ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᴀ ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ᵓ  S48  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ЀЬвИГϰЈрЌ

˔ 
S61 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵎ ᵓ  S59 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ʾẆ ᵓ  S57 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾋ ᵓ  S54 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᴥ ᵓ  S48  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

֦ ᵓ  S60 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᾥᴒ ᵓ  S55 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  H9 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S50 
Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S56 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪◕ ᵓ  S45 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ת ᵓ  H26 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S50 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

  ᵓ  S56 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

◗ ᵓ  S46 
Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ẇ ᵓ  S54 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  H9  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

≤ ᵓ  S50 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S46 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ἐ ᵓ  S47 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

‰֦ ᵓ  S48 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S49 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ᵓ  S49 
Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ὺ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ᵓ  S50 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S51 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  S53 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ЂЃϵНб ᵓ  S55 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ӻ ֦ ᵓ  S55 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

︡ ᵓ  S56 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ᵓ  H5 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ᵓ  H9 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤ ״ ᵓ  H28 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẛת ᵓ  S52 ỪЀрϼз˔Е  ὺ ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

 

17. 庁舎等 

施設の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を実

施します。計画的に行うことにより、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの低減を図る

戦略的保全管理の推進に努めます。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ H13 ỪЀрϼз˔Е אָ  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ )אָ ᴟ Ṑᵣע) H13 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

НІּכᾫ H25 ₃  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ԌḂָא H8 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ẛ Ӿ  S38  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ӿ  S38 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ӿ  S40  ᴿ 
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ӿ  S40  ᴿ 
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ᶘ ˢ

͍ᵬˣ 
S46 

Ѐрϼз˔ЕУкАϼ

 
ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ᶘ ˢ ָא

͎ᵬˣ 
S46 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ᶘ ˢ Ӿ

Ḭˣ 
S46 ₃  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢḚ

ễע  Ừ͎ᵬˣ 
S23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢ Ӿ

ᾫˣ 
S23 ₃  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢ 

 ˣאָ
S23 ₃  ᴿ 

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢ 

 ˣאָ
S23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢ ָא 

ˣ 
S23  ᴿ 

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢ

ễע ˣ 
S23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֦ ᶘ ˢФ˔

иḚ ˣ 
S23 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ˢ◌ ˣ ͨ40  ᾭ◦  5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ẇ Ӻ◖  ͨ32  ᾭ◦  
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ẇ ˢ͚ͨ

ͨˣ 
ͨ35  ᾭ◦  

4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ˢẛ ộˣ ͩ7  ᾭ◦  
4 Ϟ ḧ ᶨ χᾁ

Ϭ“Ξʻ 

ẛ ᾭ ᵩ  ͨ49 ỪЀрϼз˔Е  ᾭ◦  5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ᾭ◦ ˢ ˣ ͨ54 ỪЀрϼз˔Еאָ  ᾭ◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ṓ Ḣ ộ ͨ56 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

◌Б ὕ╔Ḃ

 
H5  › ├ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ Σ♯ΰ ΰ ᾓ

( ᾓ ) 
H4  › ├ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

Ӡ ṍ ☼  

ṤϾ ῎ 
H9 ỪЀрϼз˔Е  › ├ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

╣≤◦ H10 ỪЀрϼз˔Е אָ  ╣≤◦  
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ẛᴥ Ӿ  S59 ỪЀрϼз˔Е  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ӿ  S42  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ Ӿ ( ᾫ) S42  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛת Ӿ  S40  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ╣≤ Ӿ  S40  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ╣≤ Ӿ ( ᾫ) S40 ὖ ₃ФйМУ  ᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ẛ ֶ Ἶχᴪ H23  ᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

╣≤‰  ְṄ R2 ỪЀрϼз˔Е אָ  ễӾӦԌᵓⱧ ộ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

18. 道路 

橋梁、トンネル等については５年に１回、近接目視による点検を行います。舗装、照明柱

等は点検結果により、経年的な劣化に基づく適切な更新年数を設定し、更新することを検討

します。施設の重要度や健全度等から優先順位を決め、計画的に修繕・更新等を実施します。 

 

19. 河川 

毎年、出水期前の適切な時期に点検を実施し、必要に応じ修繕等の措置を講じ、治水安全

度のより一層の確保を図ります。 

 

20. 公園 

遊具の安全確保において、安全点検が果たす役割は非常に重要です。児童遊園や学校遊具

を含め毎年度点検を実施し、事故につながるおそれがある場合は適切な措置を講じます。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ˑ╦῝ה῝  S41 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 5 Ẁ Ϭ“Ξʻ 

ᴱ ῝ה῝  H8 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

ע Ḛה῝  H2 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ע Є˔ЂϱЖМϳІ H3 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 3 ᶨ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

ỵ ה῝ׇ  H8 ỪЀрϼз˔Е  ḢΊ Ῥᴿ 
2 ὺ χὺο Πʾ ›ᴟʾ

ᴟ χᾁ Ϭ“Ξʻ 

 

21. 港湾 

適切な機能を発揮していくため、長寿命化計画に基づき対策の優先順位の設定等、計画的

な修繕・更新等の方針を明確化し老朽化が進行している施設の長寿命化とライフサイクルコ

ストの縮減を図る戦略的な維持管理・更新等を実施します。 

伊方港・三机港 

 

22. 漁港 

適切な機能を発揮していくため、水産物供給基盤機能保全計画及び漁港長寿命化計画に基

づき対策の優先順位の設定等、計画的な修繕・更新等の方針を明確化し、老朽化が進行して

いる施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図る戦略的な維持管理・更新等を実施

します。 

伊方漁港、伊方越漁港、豊の浦漁港、九丁漁港、田之浦漁港、鳥津漁港、大成漁港、足成

漁港、塩成漁港、西小島漁港、四ツ浜漁港、田部漁港、三崎漁港、釜木漁港、平礒漁港、明神

漁港、松漁港、名取漁港 

  

23. 農道・林道 

通常時の状態と異なる現象が生じていないか日常管理で常に留意し、点検結果を踏まえ、

受益者と情報を共有し、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とし、徹底的な長

寿命化を図ります。 

 

24. 上水道 

施設機能を保持するよう、定期的な点検により破損状況や劣化状況を把握し、優先順位を

考慮しながら、予防保全を前提とした計画的な修繕・更新等を実施し、長寿命化を図ります。 

地震発生時の被害を最小限に抑えるため、耐震管の整備については、水運用上重要度が高
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く代替機能のない基幹管路、拠点医療施設や災害対応活動の拠点施設への管路などを優先的

に進めます。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

  

ˢ͏͕у ˣ 

S27 

˙ 

H12 
ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 Ḛ  

ˢ ט  232kmˣ 

S40 

˙H30 
  ᴞ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ḛ ЈрЌ˔ 

ˢ͍ʾ͎ᵬˣ 
S63 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ

῟ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 

25. 下水道 

定期的な点検により施設の破損状況や劣化状況等を把握し、優先順位を考慮しながら、予

防保全を前提とした計画的な修繕を実施し、長寿命化を図ります。 

☼  
ὺ  

 
   Ḛᴿ ṁ σ  

֦  H14 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H13 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

Ӡ ᴟЈрЌ˔ H17 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

ỵ ᴟЈрЌ˔ H21 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

χ֦  H21 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

 H23 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 
1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 

₪ ᵫ

 
H5 ỪЀрϼз˔Е  ᴞ ᴿ 

1 ԏΦ Φ βϥθϛχ῟

ᴮ σӲⱱḚ Ϭ“Ξʻ 
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 公共施設等総合管理計画の実施方法  

1. 情報基盤の整備と活用 

本計画を作成するにあたって把握した固定資産台帳・公共施設台帳・劣化状況調査票など

と法定点検の結果や光熱水費などの維持管理費、工事履歴などを合わせて、固定資産台帳シ

ステムにデータベースを一元化する整備を推進していきます。 

 

 

 

2. 推進体制等の整備 

公共施設の整備・管理の所管である総合政策課が

中心となって、町長部局や公営企業部局と連携し本

計画の推進を図ります。施設の長寿命化を実施する

ためには、公共施設の日常点検や定期点検を行い、老

朽化箇所や危険箇所の早期発見が必要となります。

さらに、関係部署との連携を図り、予算の調整や施設

統廃合の検討を行います。具体的な施設運営の手法

については、民間活力を施設の整備や管理に導入す

る等、民間事業者等の資金やノウハウの活用を検討

していきます。 

 

3. 技術者の確保 

職員が、施設の点検要領等を十分に理解し、委託業者の点検結果を適切に評価できるよう、

研修や講習会に積極的に参加します。 

また、高度な技術力を要する施設については、高度な技術力を有する技術者に支援を要請

します。 

 

4. 相互連携体制の構築 

本町のような小規模団体においても将来にわたって公共施設等を管理できるよう、国、愛

媛県及び各市町が広域的に連携する必要があります。単独で対応困難な施設については、必

要に応じて愛媛県の代行や委託による一括発注を行うなど、広域的連携や支援を受ける仕組

みの構築を図ります。 

ᾧ Ɫ▀ ЄІГЭ ῝Ặ☼ Д˔ЌЦ˔І ὀ 

ộ 

ʾ ▄Ḛ  

ʾ σ ᾁם☼ʾ  

› ├ᴿ 

ʾ῝Ặ☼ ›Ḛ ὓᵊᾋ ΰ 

ʾ῝Ặ☼ ᾤ ὓᵊ├ ᾋ ΰ 

ʾ῝Ặ☼ Д˔ЌЦ˔ІḚ  

῝ְḼỘ ộ 

ʾ ▄Ḛ  

ʾ σ ᾁם☼ʾ  
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5. ＰＰＰ／ＰＦＩの活用 

公共施設等の更新需要の増加に対応するには公共の力だけでは限界があり、ＰＰＰ、ＰＦ

Ｉ等による民間ノウハウ・資金の活用が重要と考えます。従来方式によるべきかＰＰＰによ

るべきか、またＰＦＩを含む各種ＰＰＰ手法の中で真に有効な手法はどれか、一定の判断基

準の策定を検討します。 

 

6. 町民の参加 

町民の皆様と行政が公共施設に関する情報や問題意識を共有し、将来の公共施設のあり方

について、幅広く議論を進めていくことが必要かつ重要なことと考えています。 

公共施設等の利用者がその重要性を理解し、適切な対応を行うことで、施設の長寿命化が

図られ、町民の負担が軽減されることから、広報等による施設情報の開示、維持管理への参

画等により、町民の理解と協働を推進します。 

 

7. フォローアップの実施方針 

本計画を継続し発展するため、基本方針及び実施方法

の具体的な取り組みを引き続き充実・深化させます。併せ

て、上記の取組も含む計画に関する進捗状況を把握する

とともに、進捗が遅れている施策の課題の整理と解決方

策等の検討を行うため、必要に応じ、調整会議等において

フォローアップを行います。右図のPDCAサイクルによ

るフォローアップを実践し、財政負担の平準化並びに軽

減を同時に実現できるようマネジメントに取り組みま

す。 
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